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市
国
保
の
財
政
状
況

市
の
国
保
（
会
計
）
は
、
平
成

20
年
度
決
算
よ
り
単
年
度
収
支
が

5
年
連
続
し
て
赤
字
と
な
っ
て
い

ま
す
（
図
①
）。

国
民
健
康
保
険
財
政
は

保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す

国
保
に
加
入
し
て
い
る
み
な
さ

ん
（
被
保
険
者
）
の
医
療
費
は
、

基
本
的
に
は
3
割
を
自
己
負
担
額

と
し
て
、
残
り
の
7
割
を
保
険
者

（
市
国
保
）
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

保
険
者
負
担
の
う
ち
、
約
半
分

は
国
や
県
か
ら
の
負
担
金
で
、
残

り
の
半
分
は
被
保
険
者
か
ら
の
保

険
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
医
療
費
が
増
え
る
と
、

み
な
さ
ん
の
保
険
料
も
増
え
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度
か
ら
は
財
源
不
足

に
よ
り
、
一
般
家
庭
で
い
う
貯
金

に
あ
た
る
財
政
調
整
基
金
か
ら
の

市
民
の
み
な
さ
ん
に
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
の
現
状
を
ご
理
解
い
た

だ
く
た
め
、
シ
リ
ー
ズ
で
ご
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。

第
1
回
は
現
在
の
財
政
状
況
に
つ

い
て
で
す
。

シ
リ
ー
ズ
国
保
◦
第
1
回

繰
入
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
基
金

が
底
を
つ
い
て
し
ま
う
た
め
、
平

成
24
年
度
に
は
急
激
な
負
担
増
に

な
ら
な
い
範
囲
で
保
険
料
の
改
定

を
行
い
ま
し
た
。

赤
字
の
主
な
原
因

被
保
険
者
数
の
減
少
に
加
え
、

長
引
く
景
気
の
低
迷
に
よ
り
、
保

険
料
賦
課
額
が
低
下
し
て
い
る
こ

と
が
赤
字
の
原
因
の
一
つ
で
す
。

ま
た
、
被
保
険
者
数
は
全
体
と

し
て
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
医
療

費
の
約
半
分
を
占
め
る
前
期
高
齢

者
（
65
歳
〜
74
歳
）
は
、
被
保
険

者
と
同
じ
よ
う
な
減
少
傾
向
に
は

な
っ
て
い
ま
せ
ん
（
図
②
）。

高
齢
化
と
医
療
の
高
度
化
に
よ

り
医
療
費
は
増
加
し
て
お
り
、
赤

字
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図

③
）。

詳
し
く
は

「
た
か
や
ま
出
前
講
座
」で

国
保
の
現
状
や
制
度
に
つ
い

て
、
職
員
が
出
向
い
て
説
明
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問合先 市消費生活相談窓口（市民活動推進課内）� ☎35‒3412

最近、ホテルや飲食店において、メニュー表示とは異なる食材を使
用して料理を提供していたことが判明しました。
誤表示・不正表示を防ぎ、消費者が安心してサービスを選べる環境
を守るのが景品表示法です。

詳しくは☟消費者庁HP☟をご覧ください
http://www.caa.go.jp/representation/index.html

安心して商品・サービスを選べる環境を守りましょう

◦● 景品表示法 ●◦

市
国
民
健
康
保
険
の
財
政
状
況

単
年
度
収
支
は
5
年
連
続
し
て
赤
字

図① 市国保会計の単年度収支 （億円）

図③ 医療費と保険料の推移
（億円）

（人）

H20 H21 H22 H23 H24

被保険者数 27,991 28,140 27,878 27,570 27,082

うち
前期高齢者数

9,132 9,317 9,233 9,091 9,277

図② 被保険者数の推移
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